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おひさま保育園運営規程  
 

制定日： 令和 2 年 3 月 31 日 

 

 

 

（ 施設 の 名称 等 ） 

第 １ 条 社会 福 祉 法 人 え ど が わ が設置する 保育所 の名 称 及 び 所 在 地 は 、別表１ の 

と お り と する 。 

 

（ 施 設 の 目的 ） 

第 ２ 条 おひ さ ま 保育園 は 、特 定 教 育・保 育 施 設 の適 切 な 運 営 を 確 保 する た め に 、 

人 員 及 び 管理 運 営 に 関 す る 事 項を 定 め 、お ひ さ ま 保育 園 を 利 用 す る 小 学校 就 学 

前 の 子 ど も（ 以 下 「 利 用 子 ど も」 と い う 。） に 対 し 、 適 正 な 特 定 教 育 ・ 保 育 を 

提 供 す る こと を 目 的 と す る 。 

 

（ 運 営 の 方針 ） 

第 ３ 条 おひさまま 保 育 園 は 、良 質 な 水 準 か つ 適 切 な内 容 の 特 定 教 育・保 育 の 提 

供 を 行 う こ とに よ り 、全 て の 子 ども が 健 や か に 成 長 する た め の 環 境 が 等 しく 確 

保 さ れ る こ とを 目 指 す 。 

２ お ひ さま 保 育 園 は 、利 用 子 ど も の 意 思 及 び 人 格を 尊 重 し て 、常 に 利 用 子 ど も 

の 立 場 に 立っ て 、 特 定 教 育 ・ 保育 を 提 供 す る よ う 努め る 。 

３ お ひ さま 保 育 園 は 、地 域 及 び 家 庭 と の 結 び 付 きを 重視した運営を行い 、都道 

府県、区市 町 村 、小 学 校 、他の 特定 教 育・ 保 育 施設 等 、地 域 子 ど も・子 育 て 支 

援 事 業 を 行う 者 、他 の 児 童 福 祉施 設 そ の 他 の 学 校 又は 保 健 医 療 サ ー ビ ス若 し く 

は 福 祉 サ ービ ス を 提 供 す る 者 との 密 接 な 連 携 に 努 める 。 

 

（ 提 供 す る特 定 教 育 ・ 保 育 の 内容 ） 

第 ４ 条 おひさま  保 育 園 は 、子 ど も・子 育 て 支 援 法 、そ の他 関 係 法 令 等 を遵 守 し 、 

保育所保育指針 に基づき 、利 用 子 ど も の 心 身 の 状 況等 に 応 じ て 、特定 教 育・保 

育 を 提 供 する 。 
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（ 職 員 の 職種 、 員 数 及 び 職 務 の内 容 ） 

第 ５ 条 おひさま保 育 園 が 特 定教 育・保 育 を 提 供 する に 当 た り 、職員 の 職 種 、員 

数 は 別 表 ２ の と お り と し 、 職 務内 容 は 次 の と お り と する。  

 

（１） 施 設長 （ 園 長 ） 

施設長は、特定教育 ・保育の質の向上、 職員の資質の向上に 取組むとともに、 

職 員 の 管 理及 び 業 務 の 管 理 を 一元 的 に 行 う 。 

（２） 副 施設 長 、 主任  

副 施 設 長 及び 主任は 、施 設長 を 補 佐 す る と と も に 、計 画 の 立 案 や 利 用 子ど も の 

保護者からの 育 児 相 談 、地 域 の 子 育 て 支 援 活 動 及 び保 育 内 容 に つ い て 他の 職 員 を 

統括する。  

（３） 保 育士 

保 育 士 は 、保 育 計 画 及 び 保 育 課程 の 立 案 と そ の 計 画 、課 程 に 基 づ く す べて の 子 

ど も が 安 定し た 生 活 を 送 り 、 充実 し た 活 動 が で き るよ う 保 育 を 行 う 。 

（ ４ ） 保 育従 事 者 

保 育 従 事 者は 、施 設 長 、主 任、保育士以外の者で、保育計画及び保育課程の立 

案 と そ の 計画 、課 程 に 基 づ く すべ て の 子 ど も が 安 定し た 生 活 を 送 り 、充 実 し た 活 

動 が で き るよ う 保 育 補助 を 行 う。 

（ ５ ） 栄 養士 

栄 養 士 は、子 ど も の 発 達 段 階 に応 じ た 離 乳 食 、乳 幼 児 食 、幼 児 食 に 係 る献 立 を 

作 成 す る とと も に 、 お ひ さ ま 保育 園 全 般 の 食 育 を 行う 。 

（ ６ ） 事 務員 

事務員は、 おひさま保育園 の 事務 及 び 雑 務 を 行 う 。 

 

 

（ 特 定 教 育・ 保 育 を 行 う 日 ） 

第 ６ 条 おひさま 保 育 園 の 特 定教 育・保 育 を 提 供 する 日 は 、月 曜 日 か ら土 曜 日 ま 

でとする。  

２  お ひ さま 保 育 園 は 、前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、次に掲げる事項に当て はまる場 

合は 休業日とする 。 

（１） 日 曜日 

（２） 国 民の 祝 日 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 する 休 日 



- 3 - 

 

 

（３） 年 始休 日 （ １ 月 ２ 日 及 び １ 月 ３ 日 ） 

（４） 年 末休 日（１２月２９日から１２月３１日）  

３ お ひ さま 保 育 園 は 、前 ２ 項 の 規 定 に 関 わ ら ず、特 定 教 育・保 育の 提 供 を 行 う 

上 で 必 要 があ る 又 は や む を 得 ない 事 情 が あ る と き は 、あらかじめ利用子 どもの 

保 護 者 に 情報 提 供 を 行 い 、前項に規定する休業日に 特定教 育・保育を提供する 

こ と が あ る。 

４  お ひ さま 保 育 園 は 、非常 災 害 そ の 他 急 迫 の 事 情が あ る と き は 、特 定 教 育・保 

育 の 提 供 を行 わ な い こ と が あ る。 

 

（ 特 定 教 育・ 保 育 の 提 供 を 行 う時 間 ） 

第 ７ 条 特定 教 育 ・ 保 育 を 提 供す る 時 間 は 、 次 の とお り と す る 。 

（１） 保 育標 準 時 間 認 定 に 係 る 開所時間 （１１時 間） は、午前 7 時 30 分から午 

後 6 時 30 分の 範 囲 内 で 、利 用 子 ど も の 保 護 者 が 保育 を 必 要 と す る 時 間と す る 。 

（２） 保 育短 時 間 認 定 に 係 る 開所 時 間 （ ８ 時 間 ） は、 午 前 9 時 00 分から午後 5 

時 00 分の範囲内で、 利 用 子 ども の 保 護 者 が 保 育 を必 要 と す る 時 間 と する 。 

 

（ 利 用 者 負担 そ の 他 の 費 用 等 ） 

第 ８ 条 利用 子 ど も の 保 護 者 は 、保 護 者 の 居 住 す る 区 市 町 村 が 定 め る 利用 者 負 担 

を そ の 居 住す る 区 市 町 村 に 支 払う も の と す る 。 

２ お ひ さま 保 育 園 は 、 別 表 ３ に 掲 げ る 経 費 を 徴 収す る 。 

 

 

（ 利 用 定 員） 

第 ９ 条 おひさま保 育 園 の 利 用定 員 は 、 別表 ４ の とお り と す る。  

 

 

（ 利 用 の 開始 、 終 了 に 関 す る 事項 及 び 利 用 に 当 た って の 留 意 事 項 ） 

第 １０ 条 おひさま保育園 は、 江戸川 区 （ 以 下 「 区」 と い う 。） が行った利用調 

整により おひさま保 育 園 の 利 用が 決 定 さ れ た と き かつ 保 育 の 実 施 の 委 託を 受 

け た と き は、 原則として、 こ れに 応 じ る 。 

２  特 定 教育・保 育 の 提 供 の 開始 に 際 し て は 、あ ら か じ め 、重 要 事 項 を記 載 し た 

書 面 に よ り、 利 用 子 ど も の 保 護者 と そ の 内 容 を 確 認す る 。 

３ お ひ さま 保 育 園 の 利 用 子 ども が 次 の い ず れ か に該 当 す る と き は 、特 定 教 育 ・ 
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保 育 の 提 供を 終了するものとする。  

（１ ）子 ど も・子 育 て 支 援 法 第 １ ９条第１項第２号及び第３号に規定する小学校 

就 学 前 子 ども の 区 分 に 該 当 し なく な っ た と き 。 

（ ２ ）利用子どもの保護者から おひさま保育園 の 利用 に 係 る 取 消 し の 申出 が あ っ 

たとき。  

（３） 区 がおひさま保育園 の 利用 継 続 が 不 可 能 で ある と 認 め た と き 。 

（４） そ の他 、 利 用 継 続 に お いて 重 大 な 支 障 又 は 困難 が 生 じ た と き 。 

 

 

（ 緊 急 時 等に お け る 対 応 方 法 ） 

第 １１ 条  おひさま保育園 の 職員 に お い て は 、特 定 教 育・保 育 の 提 供 を行 っ て い 

る 利 用 子 ども に 体 調 の 急 変 が 生じ た 場 合 そ の 他 必 要な 場 合 は 、速 や か に 区及び 

当 該 利 用 子ど も の 保 護 者 、 医 療機 関 へ の 連 絡 を 行う等 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る 。 

 

（ 非 常 災 害対 策 ） 

第 １２ 条 おひさま保育園 は 、非 常 災 害 に 関 す る 具体 的 な 計 画 を 立 て 、防 火 管 理 

者 を 定 め 、非 常 災 害 時 の 関 係 機関 へ の 通 報 及 び 連 携体 制 を 整 備 し 、そ れ ら を 定 

期 的 に 職 員に 周 知 す る と と も に 、避難 及 び 消 火 に 対す る 訓 練 を 月 1 回 以上 実 施 

する。  

 

（ 虐 待 の 防止 の た め の 措 置 ） 

第 １３ 条 おひさま保育園 は 、 利 用 子 ど も の 人 権 の擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 の た め 、 

責 任 者 を 設置 す る 等 必 要 な 体 制の 整 備 を 行 う と と もに 、そ の 従 業 者 に 対し 、研 

修 を 実 施 する 等 の 措 置 を 講 ず るよ う 努 め る 。 

 

（秘密保持等 ） 

第１４ 条 おひさま保育園 の 職員 及 び 職 員 で あ っ た者 は 、正 当 な 理 由 がな く 、そ 

の 業 務 上 知り 得 た 利 用 子 ど も 又は そ の 家 族 の 秘 密 を漏 ら し て は な ら な い。 

２ お ひ さま 保 育 園 は 、職員 で あ っ た 者 が 、正当 な 理 由 な く 、そ の業 務 上 知 り 得 

た 利 用 子 ども 又 は そ の 家 族 の 秘密 を 漏 ら す こ と が でき な い よ う 、必 要 な 措 置 を 

講 じ な か れば な ら な い 。 
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（ 苦 情 解 決） 

第１５ 条 おひさま保育園 は 、そ の 提 供 し た 特 定 教育・保 育 に 関 す る 苦情 に 迅 速 

か つ 適 切 に対 応 す る た め に 、苦 情 を 受 付 け る た め の窓 口 を 設 置 す る 等 の必 要 な 

措 置 を 講 じる 。 

２  お ひ さま 保 育 園 は 、前 項 の 苦 情 を 受 付 け た 場 合に は 、当 該 苦 情 の 内容 等 を 記 

録する。  

３ お ひ さま 保 育 園 は 、区 からの求めがあった場合は 、区 が 行 う 調 査 に協 力 す る 

と と も に 、区 から指導又は助言を受けたときは 、当該指導又は助言に従 って必 

要 な 改 善 を行 う も の と す る 。 

４  お ひ さま 保 育 園 は 、区 からの求めがあった場合は 、前項の改善の内 容を 区 に 

報告する。  

 

（ 記 録 の 整備 ） 

第１６ 条 おひさま保育園 は 、特 定 教 育・保 育の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げる 記 録 を 

整 備 し 、 その 完 結 の 日 か ら ５ 年間 保 存 す る 。 

（１） 特 定教 育 ・ 保 育 の 提 供 に当 た っ て の 計 画 

（２） 特 定教 育 ・ 保 育 に 係 る 必要 な 事 項 の 提 供 の 記録 

（３） 区 への 通 知 に 係 る 記 録 

（４） 苦 情の 内 容 等 の 記 録 

（５） 事 故の 状 況 及 び 事 故 に 際し て 採 っ た 処 置 に つい て の 記 録 

 

 

（ そ の 他 の事 業 ） 

第１７条 おひさま保育園 は 別表 ５ の 事 業 を 行 う もの と す る 。 

 

 

 

（ 附 則 ） 

この規程は、 令和 2 年 4 月 1 日から施行する。  

従前の各 おひさま保育園運営規程は ､令和 2 年 3 月 31 日 を も っ て 廃 止 す る 。 

利和 8年 4月 1日 改正(乳児等通園支援制度の実施) 
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別表１ 第 １ 条 関 係 （ 保 育 所 の名 称 及 び 所 在 地 ） 
 

番 号  名 称 所 在 地 

１ 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 東葛西 ５ － ２９ － １ ４ 

２ 新 堀 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 新堀 ２ － １ ３ － １ ３ 

３ 東 小 松 川 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 松島 １ － ４ ０ － １ ８ 

４ 鹿 骨 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 鹿骨 ２ － ２ ３ － １ 

５ 北 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 北葛西 ４ － ３ － ２ ３ 

６ 葛 西 第 二 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 中葛西 ２ － １１ － １ ３ 

７ 春 江 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 春江町 ５－２  

８ 東 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 東小岩 ２ － ６ － ２ ４ 

９ 西 篠 崎 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 西篠崎 ２ － ６ － １ １ 

１０  西 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 西小岩 １ － １９ － １ 

１１  松 江 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 松江 １－１０－５  

１２  松 本 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 松本 １ － ９ － ３ 

１３  清 新 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 清新町 １ -１ -３７  

１４  小 松 川 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 小松川 １－２－２－１１６  

１５  南 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 南葛西 ５ － １８ － １ 

１６  西 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 西葛西 ５ － １０ － １ ２ 

１７  中 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 中葛西 ６ － １７ － １ ５ 

１８  松 島 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 松 島 ２ － ３ ０ － １ ７ 

１ ９ 清新第二 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 清 新 町 １ － ２ － １ － １ ０ １ 

２０  北 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 北 小 岩 ５ － ７ － ４ 

２１  南 篠 崎 お ひ さ ま 保 育 園 東 京 都 江 戸川 区 南篠崎町 ５ － １ ３ － ４０  

２２  新 田 お ひ さ ま 保 育 園 東京都 江 戸川 区 西 葛 西 ８ － １５ － ６ － １ 

２３  宇 喜 田 お ひ さ ま 保 育 園 東京都 江 戸川 区 北 葛 西 ２－ １９ － １ 
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別表２　第５条関係（職員の種類、員数） (注)常=常勤職員、非=非常勤職員

番

号
名　　称

施設長

（園長）

副施設長

(副園長)
主任 保育従事者

栄養士・保育士

事務員

3 人

18 人 7 人 3 人

7 人

15 人 2 人 7 人

5 人

18 人 5 人 5 人

7 人

19 人 4 人 7 人

11 人

21 人 5 人 11 人

5 人

19 人 6 人 5 人

11 人

19 人 4 人 11 人

6 人

17 人 6 人 6 人

6 人

19 人 4 人 6 人

9 人

21 人 3 人 9 人

10 人

16 人 4 人 10 人

9 人

16 人 2 人 9 人

7 人

16 人 6 人 7 人

7 人

19 人 4 人 7 人

9 人

18 人 3 人 9 人

8 人

18 人 4 人 8 人

9 人

18 人 2 人 9 人

6 人

15 人 4 人 6 人

9 人

16 人 4 人 9 人

9 人

16 人 4 人 9 人

1 人

11 人 0 人 1 人

1 人

10 人 0 人 1 人

1 人

11 人 0 人 1 人

156 人

386 人 83 人 156 人

2026/2/25

7人23 人 17 人
469 人

24 法人事務局
栄養士1人

事務員6人

23 宇喜田おひさま保育園 1 人 1 人
11 人

(注)給食は委託のため調理員は未配置

計

0 人

15 人

22 新田おひさま保育園 1 人 0 人
10 人

21 南篠崎おひさま保育園 1 人 0 人
11 人

1 人

1 人

20 北小岩おひさま保育園 1 人 1 人
20 人

19 清新第二おひさま保育園 1 人 0 人
20 人

1 人

0 人

18 松島おひさま保育園 1 人 0 人
19 人

17 中葛西おひさま保育園 1 人 1 人
20 人

0 人

1 人

16 西葛西おひさま保育園 1 人 2 人
22 人

15 南葛西おひさま保育園 1 人 1 人
21 人

0 人

0 人

14 小松川おひさま保育園 1 人 0 人
23 人

13 清新おひさま保育園 1 人 2 人
22 人

1 人

1 人

12 松本おひさま保育園 1 人 1 人
18 人

11 松江おひさま保育園 1 人 1 人
20 人

0 人

0 人

10 西小岩おひさま保育園 1 人 1 人
24 人

09 西篠崎おひさま保育園 1 人 1 人
23 人

1 人

1 人

08 東小岩おひさま保育園 1 人 0 人
23 人

07 春江おひさま保育園 1 人 1 人
23 人

1 人

1 人

06 葛西第二おひさま保育園 1 人 1 人
25 人

05 北葛西おひさま保育園 1 人 0 人
26 人

1 人

0 人

04 鹿骨おひさま保育園 1 人 1 人
23 人

03 東小松川おひさま保育園 1 人 1 人
23 人

1 人

1 人

02 新堀おひさま保育園 1 人 0 人
17 人

保育士

01 葛西おひさま保育園 1 人 1 人
25 人

1 人

1 人
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別表３ 第 ８ 条 関 係 （ 利 用 者 負担 そ の 他 の 費 用 等 ） 
 

項 目 内 容 、 負 担を 求 め る 理 由 、 目 的 金 額 

 

延 長 保 育 料 

 

延 長 保 育 に要 す る 経 費 (閉所後 1 時間まで) 
区 立 保 育 園と 同 額 

又は月額 3,000 円 

 

乳児等通園支援事業 

使 用 料 

 

乳 児 等 通 園 支 援 事 業 に 要 す る 経 費 

利 用 者 が 区 外 在 住 の 場 合 の み 徴 収 す る 

 

１時間につき 300円 
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別表４　第９条関係（利用定員）

番

号
名　　称 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

認定区分

2号

認定区分

3号

01 葛西おひさま保育園 20 24 26 27 28 125 81 44

02 新堀おひさま保育園 20 22 22 22 22 108 66 42

03 東小松川おひさま保育園 12 18 22 24 24 100 70 30

04 鹿骨おひさま保育園 22 25 27 28 28 130 83 47

05 北葛西おひさま保育園 22 25 27 28 28 130 83 47

06 葛西第二おひさま保育園 20 22 22 22 23 109 67 42

07 春江おひさま保育園 24 24 30 31 31 140 92 48

08 東小岩おひさま保育園 17 20 20 21 21 99 62 37

09 西篠崎おひさま保育園 20 23 24 24 24 115 72 43

10 西小岩おひさま保育園 27 30 31 31 31 150 93 57

11 松江おひさま保育園 17 20 23 25 25 110 73 37

12 松本おひさま保育園 18 24 25 25 26 118 76 42

13 清新おひさま保育園 20 23 24 26 26 119 76 43

14 小松川おひさま保育園 24 24 24 24 24 120 72 48

15 南葛西おひさま保育園 16 23 23 24 24 110 71 39

16 西葛西おひさま保育園 25 26 26 25 26 128 77 51

17 中葛西おひさま保育園 27 28 28 28 28 139 84 55

18 松島おひさま保育園 19 20 20 20 20 99 60 39

19 清新第二おひさま保育園 22 22 22 22 22 110 66 44

20 北小岩おひさま保育園 15 18 18 19 20 90 57 33

21 南篠崎おひさま保育園 20 20 20 20 20 100 60 40

22 新田おひさま保育園 18 20 20 20 20 98 60 38

23 宇喜田おひさま保育園 17 19 21 21 21 99 63 36

　　　計 462 520 545 557 562 2,646 1,664 982

2026/2/24
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別表 ５ 第 １ ７ 条 関 係 （ そ の 他の 事 業 ） 
 

番 号  名 称 延 長 保 育 事業 乳児等通園支援事業 

(こども誰でも通園制度)

制)度 

子 育 て ひ ろ ば 
事 業 

１ 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 ○ 〇 ○ 

２ 新 堀 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

３ 東 小 松 川 お ひ さ ま 保 育 園 ○ 〇 ○ 

４ 鹿 骨 お ひ さ ま 保 育 園 ○ 〇 ○ 

５ 北 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

６ 葛 西 第 二 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

７ 春 江 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

８ 東 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

９ 西 篠 崎 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１ ０ 西 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１１ 松 江 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１２ 松 本 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１３ 清 新 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１４ 小 松 川 お ひ さ ま 保 育 園 ○ 〇 ○ 

１５ 南 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１６ 西 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１７ 中 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１８ 松 島 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

１９ 清 新 第 二 お ひ さ ま 保 育 園 ○  ○ 

２０ 北 小 岩 お ひ さ ま 保 育 園 ◯  ◯ 

２１ 南 篠 崎 お ひ さ ま 保 育 園 ◯  ◯ 

２２ 新 田 お ひ さ ま 保 育 園 ◯  ◯ 

２３ 宇 喜 田 お ひ さ ま 保 育 園 ◯  ◯ 

    ○ 印 は 、 事業 実 施 園 
（ １ ） 延 長保 育 事 業 

特 定教 育 ・ 保 育 を 提 供 する 時 間 の 前 後 に お いて 延 長 保 育 事 業 を 行う 

（ ２ ）乳児等通園支援事 業（こども誰でも通園制度） 

児童福祉法 第 6条の 3 第 23項 に 規 定 す る乳児等通園支援事業 を 行 う 

（ ３ ） 地 域子 育 て 支 援 事 業 

地域の 子育て支援の拠点として、子育てひろば事業を行う  


